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JHF 登録補助金システム（25 年度改訂版） 

2025 年 4 月 1 日改訂 

文責：2025 年度日本学生フライヤー連盟副理事長 

浅田 拓郎 

☆背景・目的 

 学連公認イベントは、同時に JHF の公認も得ることにより JHF のイベント保険を適用しているが、

これを利用するためには、参加者全員の JHF 登録が必要である。  

 JPA からの参加者に追加の負担を強いないように JSFF が JHF 登録費用の補助をすることで、大会

参加の促進や、エリア間のさらなる交流が期待できる。  

  

☆支給条件 

 申請者が JPA エリアをホームエリアとする学生であること。  

 申請者が日本学生フライヤー連盟に所属していること。  

 日本学連「公認」ないし「後援」イベントへの参加にあたっての JHF 登録であること。  

 補助金申請年度と JHF 登録申請年度が一致していること。 

 

☆支給額 

 7000 円/人（全額補助）  

  

☆申請の流れ 

1. 学連公認イベントに参加予定の学生が、イベント開催 10 日前までに各自で JHF にメールを送信

し、フライヤー登録を行う。ただし、フライヤー登録料は支払わなくてよい。その際、メールに

「学生大会に参加するため、後払いでの登録をお願いしたい」旨を必ず記載すること。 

登録については、以下のサイトを参考にすること。 

https://jhf.hangpara.or.jp/support/flyer.html 

メールアドレス： info@jhf.hangpara.or.jp 

2. イベント終了後速やかに各エリア代表がそのエリアの支給対象者を把握し，まとめて申請する。個

人での申請は認めない。  

https://jhf.hangpara.or.jp/support/flyer.html
mailto:info@jhf.hangpara.or.jp


2 

 

 学連 HP より申請用紙をダウンロードし、必要事項を明記の上メールに添付すること。  

 JHF フライヤー会員証の写真を申請者全員分添付すること。 

 送付先：jsff.toiawase@gmail.com 件名：JHF 登録補助金申請 

3. 学連より JHF へ、全員分の登録料をまとめて振り込む。 

 

 会計へ 

登録料の振込先は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

振り込み完了後、JHF に振り込んだ旨メールしていただきたいです。 

その際、対象者全員分の氏名およびフライヤー番号と、振り込んだ金額を記載するようお願いしま

す。 

メールアドレス： info@jhf.hangpara.or.jp 

 

ゆうちょ銀行 

口座番号： ００１８０－８－６５０２０１  

口座名： ＪＨＦ （←全角ローマ字です）  

但し、他金融機関から振り込まれる場合の振込用口座番号は次の通りです。 

ゆうちょ店番号： ０１９ 

口座番号： （当座） ０６５０２０１ 

口座名： ジエイエイチエフ （←全角です） 

mailto:jsff.toiawase@gmail.com
mailto:info@jhf.hangpara.or.jp
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以下、2019 年度改定時の支給条件および申請方法ですが、コロナ禍を経てイベントの数が

少なくなり、また開催が確約できない状況となってしまったため、一旦無効としておきま

す。イベントが安定して開催できるようになれば、再度有効にしてよいかと思います。 

 

☆支給条件 

 学連加入初年度の人は 1 イベント以上参加で支給対象とする  

 2 年目以降は 2 イベント以上参加で支給対象とする ( 例，砂丘と尾神 ) 

表 申請年度とイベント参加の具体例  

 

☆申請方法 

 各地方理事がその地区の支給対象者を把握し， まとめて申請する。個人での申請は認

めない。 

 申請期間は 3/1～3/14 とし，その他の期間での申請は受け付けない。ただし， 申請

期間以降のイベントに参加予定の場合はそれも参加イベントの数に含めてよい。 


